
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
無
線
局
認
定
点
検
事
業
者
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
検
査
等
事
業
者
の
登
録
手
続
（
第
二
条―

第
八
条
）

第
三
章
　
外
国
点
検
事
業
者
の
登
録
手
続
（
第
九
条―

第
十
四
条
）

第
四
章
　
登
録
に
係
る
検
査
又
は
点
検
の
実
施
等
（
第
十
五
条―

第
二
十
二
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
登
録
検
査
等
事
業
者
及
び
登
録
外
国
点
検
事
業
者
（
以
下
「
登
録
検
査
等
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
登
録
及
び
検
査
又
は
点
検
の
実
施
に
関
し
、
法
の
委
任
に
基
づ
く
事
項

及
び
法
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章
　
検
査
等
事
業
者
の
登
録
手
続

（
登
録
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
一
号
に
定
め
る
様
式
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
の
業
務
の
実
施
の
方
法
を
定
め
る
書
類
（
以
下
「
業
務
実
施
方
法
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
）

イ
　
検
査
又
は
点
検
を
行
う
無
線
設
備
等
に
係
る
無
線
局
の
種
別

ロ
　
検
査
又
は
点
検
の
事
業
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
検
査
又
は
点
検
の
業
務
を
行
う
組
織
（
申
請
者
が
法
人
の
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
無
線
局
の
種
別
ご
と
の
無
線
設
備
等
の
点
検
を
行
う
者
（
以
下
「
点
検
員
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
条
件
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
（
当
該
点
検
員
が
同
表
第
一
号
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
無
線

従
事
者
の
資
格
（
陸
上
特
殊
無
線
技
士
は
、
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
に
限
る
。
）
及
び
免
許
証
の
番
号
）

ホ
　
点
検
に
用
い
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
「
測
定
器
等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
又
は
型
式
及
び
製
造
事
業
者
名

ヘ
　
測
定
器
等
の
保
守
及
び
管
理
並
び
に
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の

こ
う較

正
又
は
校
正
（
以
下
「
較
正
等
」
と
い
う
。
）
の
計
画

ト
　
無
線
設
備
等
の
検
査
（
点
検
で
あ
る
部
分
を
除
く
。
以
下
「
判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
（
以
下
「
判
定
員
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
法
別
表
第
四
に
掲
げ
る
条
件
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
（
当
該
判
定
員
が
無
線
従
事
者

の
資
格
を
有
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号
）

チ
　
無
線
局
の
種
別
ご
と
の
検
査
又
は
点
検
の
実
施
方
法

リ
　
検
査
又
は
点
検
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

二
　
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
）

イ
　
点
検
を
行
う
無
線
設
備
等
に
係
る
無
線
局
の
種
別

ロ
　
点
検
の
事
業
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
点
検
の
業
務
を
行
う
組
織
（
申
請
者
が
法
人
の
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
無
線
局
の
種
別
ご
と
の
点
検
員
の
氏
名
及
び
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
条
件
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
（
当
該
点
検
員
が
同
表
第
一
号
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
無
線
従
事
者
の
資
格
（
陸
上
特
殊
無
線
技
士
は
、
第
一
級
陸

上
特
殊
無
線
技
士
に
限
る
。
）
及
び
免
許
証
の
番
号
）

ホ
　
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
及
び
製
造
事
業
者
名

ヘ
　
測
定
器
等
の
保
守
及
び
管
理
並
び
に
較
正
等
の
計
画

ト
　
無
線
局
の
種
別
ご
と
の
点
検
の
実
施
方
法

チ
　
点
検
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

３
　
前
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
の
無
線
従
事
者
の
資
格
の
う
ち
、
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
資
格
又
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
船
舶
局
及
び
航
空
機
局
以
外
の
無
線
設
備
等
の

点
検
に
限
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
第
二
項
の
業
務
実
施
方
法
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
点
検
員
が
法
別
表
第
一
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
及
び
判
定
員
が
法
別
表
第
四
（
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
無
線
従
事
者
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
書
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書

二
　
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
点
検
員
が
法
別
表
第
一
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書

1



５
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
定
款
の
謄
本
、
登
記
事
項
証
明
書
、
役
員
の
氏
名
並
び
に
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
別
表
第
二
号
に
定
め
る
様

式
の
書
類
及
び
法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
別
表
第
三
号
に
定
め
る
様
式
の
書
類

二
　
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
書
類
並
び
に
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
別
表
第
二
号
に
定
め
る
様
式
の

書
類
及
び
法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
別
表
第
三
号
に
定
め
る
様
式
の
書
類

三
　
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
別
表
第
三
に
定
め
る
様
式
の
書
類

６
　
法
別
表
第
四
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
陸
上
特
殊
無
線
技
士
は
、
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
と
す
る
。

７
　
前
項
の
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
船
舶
局
及
び
航
空
機
局
以
外
の
無
線
設
備
等
の
判
定
に
限
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
条
の
二
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
製
造
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
同
号
の
総
務
省
令
で
定
め

る
期
間
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

測
定
器
そ
の
他
の
設
備

期
間

一
　
高
周
波
電
力
計
で
あ
っ
て
、
校
正
用
信
号
源
を
有
し
、
及
び
被
測
定
信
号
を
デ
ジ
タ
ル
変
換
し
て
演
算
処
理
し
、
か
つ
、
測
定
値
を
デ
ジ
タ
ル
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

二
年

二
　
電
圧
電
流
計
で
あ
っ
て
、
被
測
定
信
号
を
デ
ジ
タ
ル
変
換
し
て
演
算
処
理
し
、
か
つ
、
測
定
値
を
デ
ジ
タ
ル
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

二
年

三
　
標
準
信
号
発
生
器
で
あ
っ
て
、
出
力
信
号
の
時
間
の
経
過
等
に
伴
う
変
動
を
検
知
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

二
年

（
登
録
の
更
新
）

第
三
条
　
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
の
更
新
の
申
請
は
、
登
録
の
有
効
期
間
満
了
前
三
箇
月
以
上
六
箇
月
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
二
条
（
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
）
、
第
四
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
登
録
証
の
様
式
）

第
四
条
　
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
登
録
証
の
様
式
は
、
別
表
第
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
登
録
検
査
等
事
業
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
又
は
そ
の
更
新
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
総
合
通
信
局
長
は
、
新
た
な
登
録
証
の
交
付
に
よ
る
訂
正
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

３
　
登
録
検
査
等
事
業
者
は
、
第
二
条
第
二
項
各
号
（
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
登
録
又
は
そ
の
更
新
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
年
月
日

４
　
登
録
検
査
等
事
業
者
は
、
点
検
員
を
追
加
す
る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
書
に
当
該
点
検
員
が
法
別
表
第
一
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
登
録
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
）
は
、
判
定
員
を
追
加
す
る
と
き
は
、
第
三
項
の
届
出
書
に
当
該
判
定
員
が
法
別
表
第
四
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
無
線
従
事
者
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
の
証
明

書
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
総
合
通
信
局
長
は
、
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
届
出
が
あ
っ
た
事
項
を
登
録
検
査
等
事
業
者
登
録
簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
証
の
再
交
付
）

第
六
条
　
登
録
検
査
等
事
業
者
は
、
登
録
証
を
破
損
し
、
汚
し
、
失
っ
た
等
の
た
め
に
登
録
証
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
又
は
そ
の
更
新
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
再
交
付
の
理
由

２
　
登
録
検
査
等
事
業
者
は
、
新
た
な
登
録
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
旧
登
録
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
登
録
証
を
失
っ
た
等
の
た
め
に
こ
れ
を
返
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
登
録
に
係
る
事
業
の
承
継
の
届
出
）

第
七
条
　
法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
事
実
を
証
す
る
書
面
及
び
法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

を
示
す
別
表
第
三
号
に
定
め
る
様
式
の
書
類
を
添
え
て
、
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
検
査
等
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
承
継
に
係
る
登
録
番
号
及
び
登
録
検
査
等
事
業
者
の
名
称

２
　
前
項
の
事
実
を
証
す
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
　
登
録
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
　
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
登
録
検
査
等
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
事
業
の
全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
の
謄
本
、
登
記
事
項
証
明
書
、

役
員
の
氏
名
及
び
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
別
表
第
二
号
に
定
め
る
様
式
の
書
類
並
び
に
事
業
の
全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

ロ
　
登
録
検
査
等
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
及
び
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
別
表
第
二
号
に
定
め
る
様
式
の
書
類

ハ
　
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
登
録
検
査
等
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
の
謄
本
、
登
記
事
項
証
明
書
、
役
員
の
氏
名
及
び
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
別
表
第
二
号
に
定
め
る
様
式
の

書
類

二
　
登
録
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
　
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
登
録
検
査
等
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
事
業
の
全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
事
業
の
全

部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

ロ
　
登
録
検
査
等
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書

ハ
　
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
登
録
検
査
等
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

３
　
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
登
録
検
査
等
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
（
法
人
を
除
く
。
）
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
総
合
通
信
局
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
を
し
た
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
七
条
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
八
条
　
登
録
検
査
等
事
業
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
登
録
検
査
等
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
又
は
そ
の
更
新
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三
　
廃
止
の
年
月
日

四
　
廃
止
の
理
由

第
三
章
　
外
国
点
検
事
業
者
の
登
録
手
続

（
外
国
点
検
事
業
者
の
登
録
の
申
請
）

第
九
条
　
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
一
号
に
定
め
る
様
式
の
申
請
書
を
関
東
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り

行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
の
業
務
の
実
施
の
方
法
を
定
め
る
書
類
（
以
下
「
外
国
業
務
実
施
方
法
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
点
検
を
行
う
無
線
設
備
等
に
係
る
無
線
局
の
種
別

二
　
点
検
の
事
業
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
点
検
の
業
務
を
行
う
組
織
（
申
請
者
が
法
人
の
場
合
に
限
る
。
）

四
　
無
線
局
の
種
別
ご
と
の
点
検
員
の
氏
名
及
び
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
条
件
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
（
当
該
点
検
員
が
同
表
第
一
号
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
無
線
従
事
者
の
資
格
（
陸
上
特
殊
無
線
技
士
は
、
第
一
級
陸
上

特
殊
無
線
技
士
に
限
る
。
）
及
び
免
許
証
の
番
号
）

五
　
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
及
び
製
造
事
業
者
名

六
　
測
定
器
等
の
保
守
及
び
管
理
並
び
に
較
正
等
の
計
画

七
　
無
線
局
の
種
別
ご
と
の
点
検
の
実
施
方
法

八
　
点
検
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

３
　
前
項
第
四
号
の
無
線
従
事
者
の
資
格
の
う
ち
、
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
資
格
又
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
船
舶
局
及
び
航
空
機
局
以
外
の
無
線
設
備
等
の
点
検
に
限
っ
て
行

う
も
の
と
す
る
。

４
　
第
二
項
の
外
国
業
務
実
施
方
法
書
に
は
、
点
検
員
が
法
別
表
第
一
（
第
一
項
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

示
す
別
表
第
三
号
に
定
め
る
様
式
の
書
類
と
す
る
。

（
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
登
録
証
の
様
式
）

第
十
条
　
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
登
録
証
の
様
式
は
、
別
表
第
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条
　
登
録
外
国
点
検
事
業
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
関
東
総
合
通
信
局
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
変
更
の
内
容
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三
　
変
更
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
関
東
総
合
通
信
局
長
は
、
新
た
な
登
録
証
の
交
付
に
よ
る
訂
正
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

３
　
登
録
外
国
点
検
事
業
者
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
関
東
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
年
月
日

４
　
登
録
外
国
点
検
事
業
者
は
、
点
検
員
を
追
加
す
る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
書
に
当
該
点
検
員
が
法
別
表
第
一
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
関
東
総
合
通
信
局
長
は
、
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
届
出
が
あ
っ
た
事
項
を
登
録
外
国
点
検
事
業
者
登
録
簿
に
登
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
登
録
証
の
再
交
付
）

第
十
二
条
　
登
録
外
国
点
検
事
業
者
は
、
登
録
証
を
破
損
し
、
汚
し
、
失
っ
た
等
の
た
め
に
登
録
証
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
関
東
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
再
交
付
の
理
由

２
　
登
録
外
国
点
検
事
業
者
は
、
新
た
な
登
録
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
旧
登
録
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
登
録
証
を
失
っ
た
等
の
た
め
に
こ
れ
を
返
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
登
録
に
係
る
事
業
の
承
継
の
届
出
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
事
実
を
証
す
る
書
面
及
び
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
別
表
第
三
号
に
定
め
る
様
式
の
書
類
を
添
え
て
、
関
東
総
合

通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
承
継
に
係
る
登
録
番
号
及
び
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
名
称

２
　
前
項
の
事
実
を
証
す
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
事
業
の
全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
及
び
事
業
の
全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

二
　
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

三
　
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

（
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
）

第
十
四
条
　
登
録
外
国
点
検
事
業
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
出
書
を
関
東
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三
　
廃
止
の
年
月
日

四
　
廃
止
の
理
由

第
四
章
　
登
録
に
係
る
検
査
又
は
点
検
の
実
施
等

（
人
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
確
保
の
た
め
そ
の
適
正
な
運
用
の
確
保
が
必
要
な
無
線
局
）

第
十
五
条
　
法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
無
線
局
と
す
る
。

一
　
法
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
専
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
事
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四

十
五
号
）
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局

二
　
法
第
百
三
条
の
二
第
十
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局

三
　
地
上
基
幹
放
送
局

四
　
船
舶
局
（
旅
客
船
の
船
舶
局
に
限
る
。
）

五
　
航
空
機
局

六
　
地
球
局
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般
放
送
及
び
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七
　
航
空
機
地
球
局

八
　
船
舶
地
球
局
（
旅
客
船
及
び
第
一
号
の
無
線
局
を
開
設
す
る
船
舶
の
船
舶
地
球
局
に
限
る
。
）

九
　
人
工
衛
星
局
（
放
送
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
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十
　
衛
星
基
幹
放
送
局

十
一
　
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
の
他
、
無
線
局
の
目
的
及
び
利
用
方
法
を
勘
案
し
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局

（
検
査
の
実
施
項
目
等
）

第
十
六
条
　
法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
検
査
の
実
施
項
目
は
、
別
表
第
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
登
録
検
査
等
事
業
者
は
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
に
係
る
業
務
実
施
方
法
書
に
従
っ
て
適
切
に
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
の
実
施
方
法
等
）

第
十
七
条
　
検
査
の
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
検
査
結
果
証
明
書
の
交
付
）

第
十
八
条
　
登
録
検
査
等
事
業
者
は
、
検
査
を
実
施
し
た
と
き
は
、
別
表
第
六
号
に
定
め
る
検
査
結
果
証
明
書
を
検
査
を
依
頼
し
た
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
の
実
施
項
目
）

第
十
九
条
　
法
第
十
条
第
二
項
、
法
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
点
検
の
実
施
項
目
は
、
別
表
第
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
登
録
検
査
等
事
業
者
等
は
、
第
二
条
第
二
項
又
は
第
九
条
第
二
項
の
登
録
に
係
る
業
務
実
施
方
法
書
に
従
っ
て
適
切
に
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
無
線
設
備
等
の
点
検
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
無
線
局
は
、
国
が
開
設
す
る
も
の
（
第
十
五
条
に
規
定
す
る
無
線
局
で
国
が
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
点
検
の
実
施
方
法
等
）

第
二
十
条
　
点
検
の
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
点
検
結
果
の
通
知
）

第
二
十
一
条
　
登
録
検
査
等
事
業
者
等
は
、
点
検
を
実
施
し
た
と
き
は
、
別
表
第
八
号
に
定
め
る
点
検
結
果
通
知
書
に
よ
り
点
検
を
依
頼
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
等
）

第
二
十
二
条
　
登
録
検
査
等
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
三
項
に
お
い
て
「
帳
簿
等
」
と
い
う
。
）
を
、
検
査
又
は
点
検
を
行
う
事
業
所
に
備
え
付
け
、
帳
簿
の
使
用
を

終
わ
っ
た
日
、
第
十
八
条
の
交
付
の
日
又
は
前
条
の
通
知
の
日
か
ら
六
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
を
行
っ
た
場
合
　
次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
及
び
第
十
八
条
の
検
査
結
果
証
明
書
の
写
し

イ
　
検
査
を
行
っ
た
無
線
設
備
等
に
係
る
無
線
局
の
種
別
並
び
に
識
別
信
号
及
び
免
許
の
番
号
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
に
あ
っ
て
は
、
包
括
免
許
の
番
号
及
び
特
定
無
線
局
の
番
号
（
免
許
規
則
第
二
十
四
条
の
二
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
無
線
局
の
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）

ロ
　
検
査
を
依
頼
し
た
無
線
局
の
免
許
人
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
検
査
及
び
点
検
を
行
っ
た
年
月
日

ニ
　
点
検
を
行
っ
た
場
所

ホ
　
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
の
実
施
項
目
ご
と
の
検
査
の
成
績
及
び
点
検
の
結
果

ヘ
　
点
検
を
行
っ
た
点
検
員
の
氏
名

ト
　
点
検
を
行
っ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
の
名
称
若
し
く
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
の
年
月
日
（
当
該
測
定
器
等
が
第
二
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
較
正
等
を
行
っ
た
年
月

日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器
等
を
使
用
し
た
年
月
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
、
較
正
機
関
名
及
び
較
正
等
を
受
け
た
方
法
（
た
だ
し
、
較
正
等
の
方
法
が
法
第
二
十

四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
点
検
に
使
用
し
た
測
定
器
等
を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番

号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
）

チ
　
判
定
を
行
っ
た
判
定
員
の
氏
名

リ
　
総
合
試
験
に
お
い
て
無
線
設
備
の
操
作
を
行
っ
た
無
線
従
事
者
の
氏
名
、
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号

二
　
点
検
の
み
を
行
っ
た
場
合
　
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
又
は
前
条
の
点
検
結
果
通
知
書
の
写
し

イ
　
点
検
を
行
っ
た
無
線
設
備
等
に
係
る
無
線
局
の
種
別
並
び
に
識
別
信
号
及
び
免
許
の
番
号
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
に
あ
っ
て
は
、
包
括
免
許
の
番
号
及
び
特
定
無
線
局
の
番
号
）
、
予
備
免
許
通
知
書
の
番
号
又
は
変

更
許
可
通
知
書
の
番
号

ロ
　
点
検
を
依
頼
し
た
無
線
局
の
免
許
人
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
点
検
を
行
っ
た
年
月
日

ニ
　
点
検
を
行
っ
た
場
所

ホ
　
点
検
の
結
果

ヘ
　
点
検
を
行
っ
た
点
検
員
の
氏
名

ト
　
点
検
を
行
っ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
の
名
称
若
し
く
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
の
年
月
日
（
当
該
測
定
器
等
が
第
二
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
較
正
等
を
行
っ
た
年
月

日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器
等
を
使
用
し
た
年
月
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
、
較
正
機
関
名
及
び
較
正
等
を
受
け
た
方
法
（
た
だ
し
、
較
正
等
の
方
法
が
法
第
二
十

四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
点
検
に
使
用
し
た
測
定
器
等
を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番

号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
）

チ
　
総
合
試
験
に
お
い
て
無
線
設
備
の
操
作
を
行
っ
た
無
線
従
事
者
の
氏
名
、
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号
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２
　
登
録
検
査
等
事
業
者
等
は
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
若
し
く
は
第
二
号
ヘ
又
は
第
九
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
計
画
に
基
づ
き
実
施
し
た
測
定
器
等
の
保
守
及
び
管
理
並
び
に
較
正
等
の
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日

か
ら
六
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
帳
簿
等
及
び
前
項
の
記
録
の
保
存
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
又
は
書
面
へ
の
印
刷
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
雑
則

（
公
表
）

第
二
十
三
条
　
総
務
大
臣
は
、
登
録
検
査
等
事
業
者
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
検
査
等
事
業
者
等
の
名
称

二
　
登
録
検
査
等
事
業
者
等
の
住
所

三
　
登
録
又
は
そ
の
更
新
の
年
月
日

四
　
登
録
番
号

五
　
有
効
年
月
日
（
登
録
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

六
　
無
線
設
備
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
総
合
通
信
局
長
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
）

第
二
十
四
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
総
合
通
信
局
長
に
提
出
す
る
書
類
は
、
日
本
語
で
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
郵
政
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
要
件
に
該
当
す
る
較
正
を
受
け
て
い
る
測
定
器
等
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
較
正
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
認
定
点
検
事

業
者
が
無
線
設
備
の
点
検
に
使
用
す
る
測
定
器
等
は
、
当
該
較
正
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。

３
　
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
行
の
際
現
に
無
線
設
備
等
の
点
検
を
業
務
と
し
て
行
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
郵
政
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
第
三
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を

満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
郵
政
省
令
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
無
線
局
認
定
点
検
事
業
者
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

８
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
救
命
艇
用
無
線
電
信
、
生
存
艇
用
携
帯
無
線
電
信
、
生
存
艇
用
非
常
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の
無
線
設
備
を
施
設
す
る
船
舶
局
の
点
検
に
つ
い
て

は
、
前
項
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
局
認
定
点
検
事
業
者
規
則
別
表
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
二
月
一
八
日
郵
政
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
二
十
四
条
の
九
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
認
定
点
検
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
及
び
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
認
定
点
検
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
認
定
証
の
交
付
は
、
新
規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
認
定
証
の
交
付
と
み
な
す
。

４
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
規
則
の
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
五
日
郵
政
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
別
表
第
四
号
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
を
修
補

し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
一
一
日
総
務
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
三
日
総
務
省
令
第
一
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
三
日
総
務
省
令
第
一
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
総
務
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
次
の
表
を
加
え
る
改
正
規

定
中
四
枚
目
の
様
式
注
２
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
は
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
一
号
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
二
十
四
条
の
三
（
同
法
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
た
認
定
証
の
認
定
の
番
号
は
、
新
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
（
同
法
第
二
十

四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
た
登
録
証
の
登
録
番
号
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
認
定
点
検
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
第
九
条
（
同
令
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
く
変
更
の
承
認
申
請
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
登
録
点
検
事
業
者
等
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
（
同
令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
業
務
の
実
施
の
方
法
を
定
め
た
書
類
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
新
規
則
第
四
条
第
三
項
（
同
令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
が
あ
っ
た
業
務
実
施
方
法
書
に
あ
っ
て
は
、
当
該
届
出
の
日
）
ま
で
は
、
新
規
則
第
二
条
第
二
項
（
同
令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
業
務
実
施
方
法
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
九
日
総
務
省
令
第
一
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
一
日
総
務
省
令
第
一
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
八
日
総
務
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
二
日
総
務
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
日
総
務
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
総
務
省
令
第
七
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
登
録
検
査
等
事
業
者
等
の
登
録
申
請
書
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
別
表
第
一
号
の
注
６
に
掲
げ
る
内
容
を
別
紙
に
記
載
し
て
添
付
又
は
改
正
前
の
別
表
第
一
号
の
様
式
の
余
白
に
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
書
類
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
三
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お

従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
点
検
結
果
通
知
書
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
八
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
六
日
総
務
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
八
日
総
務
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
三
日
総
務
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
二
五
日
総
務
省
令
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
二
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
較
正
等
を
受
け
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
登
録
検
査
等
規
則
第
二
条
の
二
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降

初
に
較
正
等
を
受
け
る
日
ま
で
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
登
録
検
査
等
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
一
日
総
務
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
二
日
総
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
二
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
四
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に

よ
り
調
製
し
た
用
紙
を
修
補
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
一
九
日
総
務
省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
五
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
四
日
総
務
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
表
第
一
号
（
第
２
条
第
１
項
、
第
３
条
第
２
項
及
び
第
９
条
第
１
項
関
係
）

別表第一号(第2条第1項、第3条第2項及び第9条第1項関係)  
 
 
 
 

長

辺 

登 録 検 査 等 事 業 者 等 申 請 書 

年  月  日   

 

 

  (何)総合通信局長 殿(注1) 

申請者(注2)               

郵便番号              

住 所              

氏 名              

電話番号              

 下記のとおり、電波法 

第 2 4条の 2第 1項の登録 

第24条の2の2第2項の登録 

第24条の13第1項の登録 

の更新(注3)を受けたいの 

で、申請します。 

記 

1 事務所の名称及び所在地(注4) 

2 点検に用いる測定器その他の設備の概要(注5) 

3 備考(注6) 

短 辺           (日本産業規格A列4番) 

注1 沖縄総合通信事務所にあっては、沖縄総合通信事務所長とすること。 

 2 記載方法は、次によること。 

  (1) 住所については、申請者が個人の場合は居住地を、法人の場合は本店又は主たる

事務所の所在地を記載すること。 

  (2) 氏名については、申請者が個人の場合は、氏名を記載すること。また、申請者が

法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。 

 3 不要な文字は、抹消すること。 

 4 検査又は点検の事業を行う事務所が複数あり、その全部を記載することができない場

合は、別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に記載すること。 

 5 法別表第2に掲げる測定器その他の設備ごとに記載すること。 

 6 電波法第24条の2第1項の登録を受けようとする者が点検の事業のみを行う者である

場合は、その旨を記載すること。 

10



別
表
第
二
号
（
第
２
条
第
５
項
、
第
３
条
第
２
項
及
び
第
７
条
第
２
項
関
係
）

別表第二号(第2条第5項、第3条第2項及び第7条第2項関係) 

長

辺 

経 歴 書 

  (ふりがな) 

 1 氏 名 

 2 生年月日 

 3 現 住 所 

 4 経 歴 

  

期 間 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

勤務先並びに職務内容又は業務内容 

  

    

    

    

    

  上記のとおり相違ありません。 

     年  月  日 

氏名         

短 辺    (日本産業規格A列4番) 

  注 不要の文字は、抹消すること。 
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別
表
第
三
号
（
第
２
条
第
５
項
、
第
３
条
第
２
項
、
第
７
条
第
１
項
及
び
第
１
３
条
第
１
項
関
係
）

別表第三号(第2条第5項、第3条第2項、第7条第1項及び第13条第1項関係)  
 
 
 
 
 

長

辺 

 

誓 約 書 

年  月  日   

 (何)総合通信局長  (注1)殿 

申請者(注2) 郵便番号             

住 所             

氏 名             

 登録申請者及びその役員は、電波法第24条の2第5項各号又は法第24条の13第2項に

おいて準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを誓約します。 

短 辺         (日本産業規格A列4番) 

注1 沖縄総合通信事務所にあっては、沖縄総合通信事務所長とすること。 

 2 申請者が法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を

記載すること。 
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別
表
第
四
号
（
第
４
条
及
び
第
１
０
条
関
係
）

別表第四号(第4条及び第10条関係)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長

辺 

登 録 証 

  

登録又はその更新の年月日   登録番号   

  

有効年月日(注1)   

登録検査等事業者等の名称   

登録検査等事業者等の住所   

備考(注2)   

 

 電波法第24条の2第4項の規定により上記のとおり登録したことを証する。(注3) 

  年  月  日 

 

(注4) (何)総合通信局長 (印)     

短 辺         (日本産業規格A列4番) 

注1 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)に限り記載する。 

 2 登録を受けた者が点検の事業のみを行う者である場合はその旨を記載する。 

 3 外国点検事業者の登録の場合は、「電波法第24条の2第4項」とある部分は、「電波法第

24条の13第2項」とする。 

 4 「(何)総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては、沖縄総合通信

事務所長とする。 
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別
表
第
五
号
　
登
録
検
査
等
事
業
者
（
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
）
が
行
う
検
査
の
実
施
項
目
（
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）

第
一
　
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

一
　
選
任
さ
れ
て
い
る
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

二
　
選
任
さ
れ
て
い
る
無
線
従
事
者
の
従
事
事
実

三
　
主
任
無
線
従
事
者
の
監
督
の
事
実
及
び
主
任
講
習
の
受
講
事
実
（
主
任
無
線
従
事
者
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

四
　
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
の
所
有
及
び
当
該
証
明
の
効
力
（
船
舶
局
で
、
義
務
の
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

五
　
遭
難
通
信
責
任
者
の
配
置
（
船
舶
局
で
、
義
務
の
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

第
二
　
法
第
六
十
条
の
時
計
及
び
備
付
書
類

一
　
時
計
の
備
付
け

二
　
無
線
局
免
許
状
の
備
付
け
（
船
舶
局
、
無
線
航
行
移
動
局
及
び
船
舶
地
球
局
に
あ
っ
て
は
、
掲
示
）

三
　
無
線
業
務
日
誌
の
備
付
け
及
び
保
存
並
び
に
記
載
内
容

四
　
そ
の
他
の
書
類
の
備
付
け

第
三
　
無
線
設
備

一
　
無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
実
装
と
の
照
合
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
の
場
合
を
除
く
。
）

照
合
書
類
の
区
分

検
査
の
項
目

無
線
局
事
項
書

イ
　
免
許
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ロ
　
無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
常
置
場
所
）

ハ
　
無
線
設
備
の
設
置
箇
所
（
船
舶
局
及
び
船
舶
地
球
局
で
、
条
件
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
法
第
三
十
五
条
の
措
置
（
船
舶
局
及
び
船
舶
地
球
局
で
、
措
置
の
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ホ
　
船
舶
関
係
事
項
（
船
舶
局
に
限
る
。
）

工
事
設
計
書

イ
　
送
信
（
受
信
）
可
能
な
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

ロ
　
送
受
信
設
備
、
特
殊
な
設
備
及
び
附
属
装
置
に
つ
い
て
、
型
式
又
は
名
称
、
製
造
番
号
及
び
型
式
検
定
番
号
等

ハ
　
空
中
線
系

ニ
　
電
源
設
備

ホ
　
計
器
、
予
備
品
、
制
御
器
の
照
明
、
非
常
灯
及
び
連
絡
設
備
（
船
舶
局
で
、
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

一
の
二
　
法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
実
装
と
の
照
合
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
の
場
合
に
限
る
。
）

照
合
書
類
の
区
分

検
査
の
項
目

法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
の
届
出
書

イ
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ロ
　
無
線
設
備
の
設
置
場
所

ハ
　
送
信
可
能
な
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

ニ
　
送
信
設
備
に
つ
い
て
、
製
造
番
号
及
び
適
合
表
示
無
線
設
備
の
番
号

ホ
　
空
中
線
系

ヘ
　
電
源
設
備

二
　
電
気
的
特
性
の
検
査

無
線
局
の
種
別
及
び
無
線
設
備
名

検
査
の
項
目

備
考

船
舶
局

基
本
及
び
予
備
設
備

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
空
中
線
電
力

四
　
変
調
特
性

船
上
通
信
設
備
、
双
方
向
無
線
電
話
、
船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話
及

び
レ
ー
ダ
ー

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

電
池
を
備
え
る
も
の
は
、
そ
の
有
効
期
限
の
確
認
を
含
む
。

衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
三
の
五
に

規
定
す
る
無
線
設
備

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
伝
送
速
度

四
　
無
変
調
送
信
時
間

電
池
の
有
効
期
限
の
確
認
を
含
む
。
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五
　
識
別
信
号

捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
受
信
感
度

電
池
の
有
効
期
限
の
確
認
を
含
む
。

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
空
中
線
電
力

四
　
識
別
信
号

電
池
の
有
効
期
限
の
確
認
を
含
む
。

船
舶
自
動
識
別
装
置
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交

換
装
置

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
空
中
線
電
力

四
　
識
別
信
号

船
舶
地
球
局

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

・
　
二
に
つ
い
て
は
、
実
効

ふ
く輻

射
電
力
と
す
る
。

そ
の
他
の
無
線
局

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度

四
　
空
中
線
電
力

五
　
送
信
パ
ル
ス
特
性

六
　
隣
接
チ
ャ
ン
ネ
ル
漏
え
い
電
力

七
　
変
調
特
性

八
　
受
信
感
度

九
　
選
択
度

・
　
五
に
つ
い
て
は
、
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
第
四
号
に
掲
げ
る
無
線

設
備
の
無
線
局
に
限
る
。

・
　
七
、
八
及
び
九
に
つ
い
て
は
、
海
岸
局
（
八
及
び
九
を
除
く
。
）
、
航
空
局
、
無

線
航
行
陸
上
局
及
び
無
線
標
識
局
に
限
る
。

注
１
　
こ
の
表
に
よ
る
電
気
的
特
性
の
検
査
の
項
目
以
外
に
、
総
務
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
る
検
査
項
目
等
は
、
告
示
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
船
舶
地
球
局
（
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
に
限
る
。
）
の
検
査
の
項
目
は
、
こ
の
表
の
船
舶
地
球
局
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
表
の
船
舶
局
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
こ
の
表
に
よ
る
検
査
の
項
目
の
う
ち
、
無
線
設
備
の
機
器
の
構
造
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
と
総
合
通
信
局
長
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
総
合
試
験

（１）
　
無
線
局
の
目
的
の
遂
行
可
能
性
を
確
認
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

（２）
　
具
体
的
な
確
認
の
方
法
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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別
表
第
六
号
　
検
査
結
果
証
明
書
の
様
式
（
第
１
８
条
関
係
）

別表第六号 検査結果証明書の様式(第18条関係) 

 検査を依頼した者宛てに証明する検査結果証明書(総合通信局長が、この様式に代わるも

のとして認めた場合は、それによることができる。) 

長

辺 

年  月  日 

検査結果証明書 

  検査を依頼した無線局の免許人 宛て 

  
登録検査等事業者の

氏名又は名称(注1) 
  

登録の番号            

 登録検査等事業者等規則第2条第2項に規定する業務実施方法書に基づき貴所属無

線局の無線設備等の検査を行い、当該検査の結果が、下表のとおりであったことを証

明します。 

  

検査年月日(注2)   判定員の氏名及び

該当区分(注3) 

  

  

点 検 年 月 日   点検員の氏名及び

該当区分(注3) 

  

無 線 局 の 種 別   免 許 番 号   

識 別 信 号   点 検 場 所   

検 査 結 果 無線従事者の資

格及び員数(注4) 

□ 電波法第39条、第40条及び第50条

の規定に違反していない。 

□ 電波法第39条、第40条及び第50条

の規定のいずれかに違反している。 

時計及び書類(注

5) 

□ 電波法第60条の規定に違反してい

ない。 

□ 電波法第60条の規定に違反してい

る。 

無線局の無線設

備(注6) 

□ 工事設計に合致している。 

□ 工事設計に合致していない。 

備 考   

  

短 辺    (日本産業規格A列4番) 

  注1 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載

すること。 

   2 判定員が判定を行った日とすること。 

   3 該当区分は、判定員にあっては法別表第4のいずれかに掲げる条件、点検員にあっ

ては法別表第1のいずれかに掲げる条件のうち該当するものを「第1号」のように記

載すること。 

   4 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)が、第17条の告示により無

線従事者の資格及び員数について検査を行った場合において、不可に該当する事項

がない場合は、「電波法第39条、第40条及び第50条の規定に違反していない。」にレ

印を入れること。 

   5 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)が、第17条の告示により法

第60条の時計及び備付書類等について検査を行った場合において、不可に該当する

事項がない場合は、「電波法第60条の規定に違反していない。」にレ印を入れること。 

   6 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)が、第17条の告示により無

線設備の検査について検査を行った場合において、不可に該当する事項がない場合

は、「工事設計に合致している。」にレ印を入れること。 

   7 包括免許に係る特定無線局の検査の場合は、「識別信号」とあるのは、「特定無線

局の番号」とする。 
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別
表
第
七
号
　
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
項
目
（
第
十
九
条
第
一
項
関
係
）

第
一
　
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

点
検
の
種
別

点
検
の
項
目

一
　
法
第
十
条
第
二
項
の
点
検

イ
　
選
任
さ
れ
て
い
る
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

ロ
　
選
任
さ
れ
て
い
る
無
線
従
事
者
の
従
事
事
実

ハ
　
主
任
無
線
従
事
者
の
主
任
講
習
の
受
講
事
実
（
主
任
無
線
従
事
者
を
選
任
す
る
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
の
所
有
及
び
当
該
証
明
の
効
力
（
船
舶
局
で
、
義
務
の
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ホ
　
遭
難
通
信
責
任
者
の
配
置
（
船
舶
局
で
、
義
務
の
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
点
検

イ
　
選
任
さ
れ
て
い
る
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

ロ
　
選
任
さ
れ
て
い
る
無
線
従
事
者
の
従
事
事
実

ハ
　
主
任
無
線
従
事
者
の
監
督
の
事
実
及
び
主
任
講
習
の
受
講
事
実
（
主
任
無
線
従
事
者
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
の
所
有
及
び
当
該
証
明
の
効
力
（
船
舶
局
で
、
義
務
の
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ホ
　
遭
難
通
信
責
任
者
の
配
置
（
船
舶
局
で
、
義
務
の
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

第
二
　
法
第
六
十
条
の
時
計
及
び
備
付
書
類

点
検
の
種
別

点
検
の
項
目

一
　
法
第
十
条
第
二
項
の
点
検

イ
　
時
計
の
備
付
け

ロ
　
無
線
業
務
日
誌
の
備
付
け

ハ
　
そ
の
他
の
書
類
の
備
付
け

二
　
法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
点
検

イ
　
時
計
の
備
付
け

ロ
　
無
線
局
免
許
状
の
備
付
け
（
船
舶
局
、
無
線
航
行
移
動
局
及
び
船
舶
地
球
局
に
あ
っ
て
は
、
掲
示
）

ハ
　
無
線
業
務
日
誌
の
備
付
け
及
び
保
存
並
び
に
記
載
内
容

ニ
　
そ
の
他
の
書
類
の
備
付
け

第
三
　
無
線
設
備

一
　
無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
実
装
と
の
照
合
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
の
場
合
を
除
く
。
）

照
合
書
類
の
区
別

点
検
の
種
別

点
検
の
項
目

無
線
局
事
項
書

一
　
法
第
十
条
第
二
項
の
点
検

イ
　
予
備
免
許
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ロ
　
無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
常
置
場
所
）

ハ
　
無
線
設
備
の
設
置
箇
所
（
船
舶
局
、
船
舶
地
球
局
、
航
空
機
局
及
び
航
空
機
地
球
局
で
、
条
件
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
法
第
三
十
五
条
の
措
置
（
船
舶
局
及
び
船
舶
地
球
局
で
、
措
置
の
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ホ
　
船
舶
又
は
航
空
機
関
係
事
項
（
船
舶
局
及
び
航
空
機
局
に
限
る
。
）

二
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
点
検

無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
常
置
場
所
）
（
変
更
し
た
場
合
に
限
る
。
）

三
　
法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
点
検

イ
　
免
許
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ロ
　
無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
常
置
場
所
）

ハ
　
無
線
設
備
の
設
置
箇
所
（
船
舶
局
、
船
舶
地
球
局
、
航
空
機
局
及
び
航
空
機
地
球
局
で
、
条
件
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
法
第
三
十
五
条
の
措
置
（
船
舶
局
及
び
船
舶
地
球
局
で
、
措
置
の
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ホ
　
船
舶
又
は
航
空
機
関
係
事
項
（
船
舶
局
及
び
航
空
機
局
に
限
る
。
）

工
事
設
計
書

一
　
法
第
十
条
第
二
項
の
点
検

イ
　
送
信
（
受
信
）
可
能
な
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

ロ
　
送
受
信
設
備
、
特
殊
な
設
備
及
び
附
属
装
置
に
つ
い
て
、
型
式
又
は
名
称
、
製
造
番
号
及
び
型
式
検
定
番
号
等

ハ
　
空
中
線
系

ニ
　
電
源
設
備

ホ
　
計
器
、
予
備
品
、
制
御
器
の
照
明
、
非
常
灯
及
び
連
絡
設
備
（
船
舶
局
で
、
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
点
検

イ
　
送
信
（
受
信
）
可
能
な
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
（
変
更
し
た
場
合
に
限
る
。
）

ロ
　
送
受
信
設
備
、
特
殊
な
設
備
及
び
附
属
装
置
に
つ
い
て
、
型
式
又
は
名
称
、
製
造
番
号
及
び
型
式
検
定
番
号
等
（
変
更
し
た
場
合
に
限
る
。
）

ハ
　
空
中
線
系
（
変
更
し
た
場
合
に
限
る
。
）

三
　
法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
点
検

イ
　
送
信
（
受
信
）
可
能
な
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
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ロ
　
送
受
信
設
備
、
特
殊
な
設
備
及
び
附
属
装
置
に
つ
い
て
、
型
式
又
は
名
称
、
製
造
番
号
及
び
型
式
検
定
番
号
等

ハ
　
空
中
線
系

ニ
　
電
源
設
備

ホ
　
計
器
、
予
備
品
、
制
御
器
の
照
明
、
非
常
灯
及
び
連
絡
設
備
（
船
舶
局
で
、
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

一
の
二
　
法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
実
装
と
の
照
合
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
の
場
合
に
限
る
。
）

照
合
書
類
の
区
別

点
検
の
種
別

点
検
の
項
目

法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
の
届
出
書

法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
点
検

イ
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ロ
　
無
線
設
備
の
設
置
場
所

ハ
　
送
信
可
能
な
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

ニ
　
送
信
設
備
に
つ
い
て
、
製
造
番
号
及
び
適
合
表
示
無
線
設
備
の
番
号

ホ
　
空
中
線
系

ヘ
　
電
源
設
備

二
　
電
気
的
特
性
の
点
検

無
線
局
の
種
別
及
び
無
線
設
備
名

点
検
の
項
目

備
考

航
空
機
局

Ｈ
Ｆ
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
及
び
Ｕ
Ｈ
Ｆ
通
信
装
置

一
　
周
波
数

二
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度

三
　
空
中
線
電
力

四
　
変
調
特
性

五
　
受
信
感
度

六
　
選
択
度

五
及
び
六
に
つ
い
て
は
、
Ｕ
Ｈ
Ｆ
通
信
装
置
を
除
く
。

Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
送
信
パ
ル
ス
特
性

四
　
受
信
感
度

　

機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
及
び
機
上
タ
カ
ン

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
送
信
パ
ル
ス
特
性

四
　
受
信
感
度

五
　
距
離
及
び
方
位
誤
差

　

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ―

Ⅰ
及
び
Ⅱ

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
送
信
パ
ル
ス
特
性

四
　
受
信
感
度

　

航
空
機
用
気
象
レ
ー
ダ
ー

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
送
信
パ
ル
ス
特
性

　

航
空
機
用
ド
ッ
プ
ラ
・
レ
ー
ダ
ー

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

　

低
高
度
用
電
波
高
度
計

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
高
度
誤
差

四
　
進
入
限
界
高
度
表
示
誤
差

　

航
空
機
用
救
命
無
線
機
及
び
航
空
機
用
携
帯
無
線
機

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
ス
イ
ー
プ
レ
ー
ト

・
　
電
池
の
有
効
期
限
の
確
認
を
含
む
。
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四
　
伝
送
速
度

五
　
無
変
調
送
信
時
間

六
　
個
体
識
別
コ
ー
ド

・
　
四
、
五
及
び
六
に
つ
い
て
は
、
四
〇
六

ＭＨｚ
か
ら
四
〇
六
・
一

ＭＨｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

船
舶
局

基
本
及
び
予
備
設
備

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
空
中
線
電
力

四
　
変
調
特
性

　

　

船
上
通
信
設
備
、
双
方
向
無
線
電
話
、
船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無

線
電
話
及
び
レ
ー
ダ
ー

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

電
池
を
備
え
る
も
の
は
、
そ
の
有
効
期
限
の
確
認
を
含
む
。

　

衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の

三
の
五
に
規
定
す
る
無
線
設
備

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
伝
送
速
度

四
　
無
変
調
送
信
時
間

五
　
識
別
信
号

電
池
の
有
効
期
限
の
確
認
を
含
む
。

　

捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

三
　
受
信
感
度

電
池
の
有
効
期
限
の
確
認
を
含
む
。

　

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
空
中
線
電
力

四
　
識
別
信
号

電
池
の
有
効
期
限
の
確
認
を
含
む
。

　

船
舶
自
動
識
別
装
置
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
Ｖ
Ｈ
Ｆ

デ
ー
タ
交
換
装
置

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
空
中
線
電
力

四
　
識
別
信
号

　

船
舶
地
球
局
及
び
航
空
機
地
球
局

一
　
周
波
数

二
　
空
中
線
電
力

・
　
二
に
つ
い
て
は
、
実
効
輻
射
電
力
と
す
る
。

地
上
基
幹
放
送
局

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度

四
　
空
中
線
電
力

五
　
総
合
周
波
数
特
性

・
　
四
に
つ
い
て
は
、
実
効
輻
射
電
力
又
は
空
中
線
効
果
の
確
認
を
行
う
た
め
の
電
界
強
度

測
定
を
含
む
。

・
　
五
に
つ
い
て
は
、
演
奏
所
を
有
す
る
（
演
奏
所
と
直
結
す
る
も
の
を
含
む
。
）
地
上
基
幹

放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
及
び
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
を
除

く
。
）
に
限
る
。

地
上
一
般
放
送
局

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度

四
　
空
中
線
電
力

五
　
隣
接
チ
ャ
ン
ネ
ル
漏
え
い
電
力

・
　
四
に
つ
い
て
は
、
実
効
輻
射
電
力
又
は
空
中
線
効
果
の
確
認
を
行
う
た
め
の
電
界
強
度

測
定
を
含
む
。

ア
マ
チ
ュ
ア
局

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度

四
　
空
中
線
電
力

　

そ
の
他
の
無
線
局

一
　
周
波
数

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅

三
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度

四
　
空
中
線
電
力

・
　
五
に
つ
い
て
は
、
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
第
四
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の

無
線
局
に
限
る
。

・
　
七
、
八
及
び
九
に
つ
い
て
は
、
海
岸
局
（
八
及
び
九
を
除
く
。
）
、
航
空
局
、
無
線
航
行

陸
上
局
及
び
無
線
標
識
局
に
限
る
。
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五
　
送
信
パ
ル
ス
特
性

六
　
隣
接
チ
ャ
ン
ネ
ル
漏
え
い
電
力

七
　
変
調
特
性

八
　
受
信
感
度

九
　
選
択
度

注
１
　
こ
の
表
に
よ
る
電
気
的
特
性
の
点
検
の
項
目
以
外
に
、
総
務
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
る
点
検
項
目
等
は
、
告
示
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
」
は
、
航
空
交
通
管
制
用
自
動
応
答
装
置
、
「
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
」
は
、
機
上
距
離
測
定
装
置
、
「
機
上
タ
カ
ン
」
は
、
機
上
距
離
／
方
位
測
定
装
置
及
び
「
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ―

Ⅰ
及
び
Ⅱ
」
は
、

航
空
機
衝
突
防
止
情
報
表
示
装
置
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
船
舶
地
球
局
（
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
に
限
る
。
）
の
点
検
の
項
目
は
、
こ
の
表
の
船
舶
地
球
局
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
表
の
船
舶
局
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
こ
の
表
に
よ
る
点
検
の
項
目
の
う
ち
、
無
線
設
備
の
機
器
の
構
造
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
と
総
合
通
信
局
長
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
総
合
試
験

（１）
　
無
線
局
の
目
的
の
遂
行
可
能
性
を
確
認
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

（２）
　
具
体
的
な
確
認
の
方
法
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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別
表
第
八
号
　
点
検
結
果
通
知
書
の
様
式
（
第
２
１
条
関
係
）

別表第八号 点検結果通知書の様式(第21条関係) 

 法第10条第2項、第18条第2項及び第73条第4項の点検を依頼した者宛て通知する登録点検

結果通知書(総合通信局長が、この様式に代わるものとして認めた場合は、それによること

ができる。) 

 (1枚目)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長 

年  月  日  

点 検 結 果 通 知 書 

  点検を依頼した無線局の免許人 

  又は予備免許を受けた者   宛て 

  登録検査等事業者

の氏名又は名称(注1) 

 

  

登録番号                

点検員の氏名              

 登録検査等事業者等規則第2条第2項に規定する業務実施方法書に基づき貴所属無

線局の無線設備等の点検を行ったので、下記のとおり通知します。(注2) 

  

点検年月日   無線局の種別   

  

点 検 場 所   免許番号(注3)   

識 別 信 号     

点 検 項 目 点 検 結 果 

第1 無線従事者の資格及び員数 

1 選任されている無線従事者の

資格及び員数 

資 格 名 員 数 

    

2 選任されている無線従事者の

従事事実 
従事の事実   有□   無□ 

3 船舶局無線従事者証明書の所

有及び当該証明の効力 

所 有   有□ 無□ 免除□ 

効 力   有□ 無□ 

4 主任無線従事者を選任してい

る場合は監督の事実 

監督の事実  有□  無□ 

 

5 主任無線従事者を選任してい

る場合は主任講習の事実 

講習の受講  有□  無□ 

  年  月  日受講 

6 遭難通信責任者の配置 配 置   有□ 無□ 免除□ 

第2 時計及び書類 
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辺 

  

1 時計の備付け 備付け    有□  無□ 

  

2 無線局免許状の備付け(注5) 備付け(注5) 有□  無□ 

3 無線業務日誌の備付け、記載内

容及び保存 

 

備付け    有□  無□ 免除□ 

保 存    有□  無□ 

記載内容 

4 その他の書類の備付け 備付書類 現 行 化 

  
されている    □ 

されていない   □ 

  

短 辺(日本産業規格A列4番) 

 注1 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す
ること。 

  2 登録外国点検事業者の点検の場合は、「第2条第2項」とある部分は「第9条第2項」
と、「業務実施方法書」とある部分は「外国業務実施方法書」とする。 

  3 法第10条第2項の規定による点検の場合は、予備免許通知書の番号を記載すること。 
  4 包括免許に係る特定無線局の点検の場合は、「識別信号」とあるのは、「特定無線局

の番号」とする。 
  5 船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の点検の場合は、「備付け」とあるのは、

「掲示」とする。 
 (2枚目)  

 
 
 
 
 

長 

  

  

点 検 項 目 点 検 結 果 

  

第3―1―1 無線設備(照合／確認)【無線局事項書関係】 

1 免許人(予備免許を受けた者を

含む。) 

合致□ 相違□ 

 

相違事項 

 

2 無線設備の設置場所(常置場所) 

  ＊無給電中継装置を含む。 

合致□ 相違□ 

 

相違事項 

 

3 無線設備の設置個所 

4 電波法第35条の措置 されている□ されていない□ 

5 船舶又は航空

機関係事項 

【船舶局】 所 有 者 名   

船 舶 の 用 途   

航 行 区 域   

国際航海の有無 有□  無□ 
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総 ト ン 数   

 
 
 
 
 
 
 

辺 

    

  
旅 客 定 員   

  

主 た る 停 泊 港   

船 舶 番 号   

漁 船 登 録 番 号   

信 号 符 字   

【航空機局】 所 有 者 名   

航 空 機 の 用 途   

航 空 機 の 型 式   

航 行 区 域   

定 置 場   

登 録 記 号   

航空法第 60条へ

の該当 

する  □ 

しない □ 

  

短 辺(日本産業規格A列4番) 

 (3枚目)  
 
 
 
 
 
 
 
 

長 
  

  

第3―1―2 無線設備(照合／確認)【工事設計書関係】 

  

1 送信 (受信 )

可能な電波の型

式及び周波数 

【送信装置】 電波の型式 周 波 数 

    

【受信装置】 電波の型式 周 波 数 

    

2 送受信設備、特

殊な設備及び附

属装置の型式又

は名称、製造番

号及び型式検定

番号等 

【送受信設備】 型式又は名

称 
製造番号 

型式検定番

号等 

      

【特殊な設備】 型式又は名

称 
製造番号 

型式検定番

号等 

      

【附属装置】 型式又は名

称 
製造番号 

型式検定番

号等 
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辺 
 
 
 
 

  

3 周波数測定装

置の備付け 

有□     無□     免除□ 

 

  

4 空中線系 型 式 構 成 高 さ 偏 波 面 位 置 

          

5 電源設備   

6 計器、予備品、

非常灯、制御器

の照明及び連絡

設備 

  

  

短 辺(日本産業規格A列4番) 

 (4枚目) 

長

辺 

  

  

第3―2 無線設備(電気的特性の点検) 

  

 (注1、注2及び注5) 

第3―3 無線設備(総合試験) 

 総合試験の状況 

 (注3、注4及び注5) 

  

短 辺(日本産業規格A列4番) 

 注1 別表第七号(無線設備の電気的特性の点検)を行った結果を記載すること。 

  2 電気的特性の点検に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番

号、較正等の年月日(当該測定器等が第二条の二の測定器その他の設備であって、当

該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日

までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正機関名を記載する

こと。ただし、当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、そ

の測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は

型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日及び較正機関名を併せて記載する

こと。 

  3 別表第七号(総合試験)の点検を行った結果を記載すること。 

  4 総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名並びに無線従事者の

資格及び免許証の番号を記載すること。 

  5 当該欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載

し、この様式に定める規格の用紙に記載すること。 
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